
改

正

後

改

正

前

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
二
条
の
表
大

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
二
条
の
表
大

型
特
殊
自
動
車
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
特
殊
な
構
造

型
特
殊
自
動
車
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
特
殊
な
構
造

を
有
す
る
自
動
車
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

を
有
す
る
自
動
車
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規

二

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う
搭
乗
型
移
動
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
用
す
る
作
業

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う
搭
乗
型
移
動
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
の
公
道
実
証
実
験

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
条
第
一
項

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
自
動
車
（
車
体
の
大
き
さ
が
長
さ
お
お
む
ね
百
五
十
セ

に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
お
お
む
ね
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
に
限

は
搭
乗
型
移
動
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
の
公
道
実
証
実
験
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
自
動

る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
特
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

車
（
車
体
の
大
き
さ
が
長
さ
お
お
む
ね
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
お
お
む

、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項

ね
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
道

に
お
い
て
「
特
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和

路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
。
次
号
に

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転

お
い
て
「
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目

車
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（

を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
。
次
号
に
お

昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
。
次
号
に
お
い
て
「
保
安
基
準
」
と
い

い
て
「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
規
定
に
適
合

う
。
）
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四

し
な
い
も
の

年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
細
目
告
示
」
と
い
う

。
）
の
規
定
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
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イ
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略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
三

略
］

［
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


